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本号で公布された条例のあらまし

◇知事等の給与の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第30号）

１ 令和２（2020）年６月１日から同年12月８日までの間において、知事等の給料月額の減額率を次のとおり

引き上げることとしました。（附則第４項関係）

⑴ 知事 100分の15（現行100分の10）

⑵ 副知事 100分の10（現行100分の７）

⑶ 教育長及び常勤の監査委員 100分の７（現行100分の５）

２ この条例は、令和２（2020）年６月１日から施行することとしました。

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

   令 和 二 年 五 月 二 十 七 日

                         栃 木 県 知 事  福  田  富  一  
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栃 木 県 条 例 第 三 十 号

知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 条 例 第 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 の 特 例 ） （ 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 の 特 例 ）

第 一 条 知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 月 額 は 、 平 成 二 第 一 条 知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 月 額 は 、 平 成 二

十 九 年 一 月 一 日 か ら 令 和 二 年 十 二 月 八 日 十 九 年 一 月 一 日 か ら 平 成 三 十 二 年 十 二 月 八 日

ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お

い て 、 知 事 等 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 い て 、 知 事 等 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 の （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 の

規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 に あ っ て は 同 条 第 一 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 に あ っ て は 同 条 第 一

号 に 定 め る 給 料 月 額 か ら そ の 百 分 の 十 に 相 当 号 に 定 め る 給 料 月 額 か ら そ の 百 分 の 十 に 相 当

す る 額 を 減 じ た 額 、 副 知 事 に あ っ て は 同 条 第 す る 額 を 減 じ た 額 、 副 知 事 に あ っ て は 同 条 第

二 号 に 定 め る 給 料 月 額 か ら そ の 百 分 の 七 に 相 二 号 に 定 め る 給 料 月 額 か ら そ の 百 分 の 七 に 相

当 す る 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 退 職 手 当 す る 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 退 職 手

当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 月 額 は 、 同 条 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 月 額 は 、 同 条

第 一 号 及 び 第 二 号 に 定 め る 額 と す る 。 第 一 号 及 び 第 二 号 に 定 め る 額 と す る 。

附 則 附 則

１ ～ ３ 略 １ ～ ３ 略

（ 令 和 二 年 十 二 月 八 日 ま で の 間 に お け る 知 事

等 の 給 料 月 額 に 関 す る 特 例 ）

４ 令 和 二 年 六 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 八 日 ま で

の 間 に お け る 第 一 条 か ら 第 三 条 ま で の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 第 一 条 中 「 百 分 の 十 」 と あ

る の は 「 百 分 の 十 五 」 と 、 「 百 分 の 七 」 と あ

る の は 「 百 分 の 十 」 と 、 第 二 条 及 び 第 三 条 中

「 百 分 の 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 七 」 と す

る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）
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栃 木 県 条 例 第 三 十 号

知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 条 例 第 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 の 特 例 ） （ 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 の 特 例 ）

第 一 条 知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 月 額 は 、 平 成 二 第 一 条 知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 月 額 は 、 平 成 二

十 九 年 一 月 一 日 か ら 令 和 二 年 十 二 月 八 日 十 九 年 一 月 一 日 か ら 平 成 三 十 二 年 十 二 月 八 日

ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お

い て 、 知 事 等 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 い て 、 知 事 等 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 の （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 の

規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 に あ っ て は 同 条 第 一 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 に あ っ て は 同 条 第 一

号 に 定 め る 給 料 月 額 か ら そ の 百 分 の 十 に 相 当 号 に 定 め る 給 料 月 額 か ら そ の 百 分 の 十 に 相 当

す る 額 を 減 じ た 額 、 副 知 事 に あ っ て は 同 条 第 す る 額 を 減 じ た 額 、 副 知 事 に あ っ て は 同 条 第

二 号 に 定 め る 給 料 月 額 か ら そ の 百 分 の 七 に 相 二 号 に 定 め る 給 料 月 額 か ら そ の 百 分 の 七 に 相

当 す る 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 退 職 手 当 す る 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 退 職 手

当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 月 額 は 、 同 条 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 月 額 は 、 同 条

第 一 号 及 び 第 二 号 に 定 め る 額 と す る 。 第 一 号 及 び 第 二 号 に 定 め る 額 と す る 。

附 則 附 則

１ ～ ３ 略 １ ～ ３ 略

（ 令 和 二 年 十 二 月 八 日 ま で の 間 に お け る 知 事

等 の 給 料 月 額 に 関 す る 特 例 ）

４ 令 和 二 年 六 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 八 日 ま で

の 間 に お け る 第 一 条 か ら 第 三 条 ま で の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 第 一 条 中 「 百 分 の 十 」 と あ

る の は 「 百 分 の 十 五 」 と 、 「 百 分 の 七 」 と あ

る の は 「 百 分 の 十 」 と 、 第 二 条 及 び 第 三 条 中

「 百 分 の 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 七 」 と す

る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）


